


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪神地域都市計画区域マスタ ープラ ン 
 

阪神間都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針 

 

（ 案）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 

 

兵 庫 県 

 

  

1-2



目 次 

 

第１  基本的事項 ..................................................................................................................... 1 

１  役割 ................................................................................................................................. 1 

２  対象区域 ......................................................................................................................... 1 

３  目標年次 ......................................................................................................................... 2 

４  地域の概況 ..................................................................................................................... 2 

（ １ ） 地勢 ......................................................................................................................... 2 

（ ２ ） 土地利用 ................................................................................................................. 3 

（ ３ ） 人口・ 世帯数 .......................................................................................................... 4 

（ ４ ） 交通 ......................................................................................................................... 4 

第２  阪神地域の都市計画の目標等 ....................................................................................... 6 

１  都市計画の目標.............................................................................................................. 6 

（ １ ） 地域の魅力・ 強み .................................................................................................. 6 

（ ２ ） 地域の課題.............................................................................................................. 7 

（ ３ ） 目指すべき 都市構造 .............................................................................................. 7 

（ ４ ） 都市づく り の重点テーマ ..................................................................................... 10 

２  区域区分の決定の有無及び方針 ................................................................................. 12 

（ １ ） 区域区分の決定の有無 ........................................................................................ 12 

（ ２ ） 区域区分の方針 .................................................................................................... 12 

（ ３ ） 市街化調整区域における 計画的な市街化の方針 .............................................. 14 

３  都市づく り に関する 方針 ............................................................................................ 15 

（ １ ） 土地利用に関する 方針 ........................................................................................ 15 

（ ２ ） 都市施設に関する 方針 ........................................................................................ 18 

（ ３ ） 市街地整備に関する 方針 ..................................................................................... 20 

（ ４ ） 防災に関する 方針 ................................................................................................ 21 

（ ５ ） 環境共生に関する 方針 ........................................................................................ 23 

（ ６ ） 景観形成に関する 方針 ........................................................................................ 24 

（ ７ ） 地域の活性化に関する 方針 ................................................................................. 25 

４  主要な都市施設等の整備目標 ..................................................................................... 26 

（ １ ） 交通施設 ............................................................................................................... 26 

（ ２ ） 河川 ....................................................................................................................... 27 

（ ３ ） 下水道 ................................................................................................................... 27 

（ ４ ） 港湾関連 ............................................................................................................... 27 

参考） 現況図表 ....................................................................................................................... 28 

参考） 広域都市構造図 ............................................................................................................ 35 

用語解説 ................................................................................................................................... 36 

 

1-3



1 

第１  基本的事項 

１  役割 

阪神地域都市計画区域マスタ ープラ ンは、 県の都市計画における 方向性を示し た

「 ひょ う ご都市計画基本方針1」 に基づき 、 都市計画法（ 昭和43年法律第100号） 第６

条の２ に定める「 都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針」 と し て、 中長 期的視点

に立った地域の将来像及びその実現に向けた広域的・ 根幹的な都市計画の方向性を

示すも のである 。  

また、都市計画法第18条の２ に基づく「 市町村の都市計画に関する 基本的な方針」

（ 以下「 市町マスタ ープラ ン」 と いう 。） 及び都市再生特別措置法（ 平成14年法律第

22号） 第82条に基づく 「 立地適正化計画」 は、 こ れに即し て定めら れる 。  

 

２  対象区域 

対象区域は、 尼崎市、 西宮市、 芦屋市、 伊丹市、 宝塚市、 川西市、 三田市及び猪名

川町の７ 市１ 町で構成さ れる 阪神間都市計画区域と する 。  

 

 
 

図１  対象区域 
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表１  阪神地域内の都市計画区域 

都市計画区域名 構成市町名 都市計画区域 
 

人口（ 人）  

阪神間都市計画区域 

尼崎市 行政区域の全域 459,593 

西宮市 行政区域の全域 485,587 

芦屋市 行政区域の全域 93,922 

伊丹市 行政区域の全域 198,138 

宝塚市 行政区域の全域 226,432 

川西市 行政区域の全域 152,321 

三田市 行政区域の全域 109,238 

猪名川町 行政区域の全域 29,680 

合計   1,754,911 

資料： 令和２ 年(2020年)国勢調査（ 就業状態等基本集計）  

 

３  目標年次 

県政の基本指針「 ひょ う ごビジョ ン2050」 の展望年次である 令和32年（ 2050年）

の都市の姿を展望し つつ、 目標年次を令和12年（ 2030年） と する 。  

 

４  地域の概況 

（ １ ） 地勢 

・ 県南東部に位置し 、 東は大阪府、 西は神戸・ 播磨東部地域、 北は丹波地域、 南は

大阪湾に面する 約650㎢の地域である 。（ 可住地面積2： 約323㎢、 50% ）  

・ 南部には、 六甲山麓～武庫平野等の低地が面的に広がっている 。  

・ 北部には北摂山系の山々が広がり 、 武庫川上流の北西部に三田盆地が形成さ れ

ている 。  
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図２  地形（ 標高）  図３  地形（ 起伏）  

 出典： 国土地理院「 デジタ ル標高地形図」  出典： 国土地理院「 傾斜量図」  

 

（ ２ ） 土地利用 

（ 南部）  

・ 平野部を中心に住宅地を主体と する 市街地が形成さ れている 。  

・ 鉄道網が発達し 、鉄道駅周辺には商業・ 業務と 高層マンショ ンを主と する 複合

市街地が形成さ れている 。  

・ 猪名川や武庫川の中流付近では、住宅地と 農地が共存し 、都市近郊農業が営ま

れている 。  

・ 臨海部の埋立地には工業地帯（ 阪神工業地帯） が形成さ れてき た。JR東海道本

線・ 福知山線沿線には内陸型工業地が形成さ れてき たが、近年は住宅地や商業

地への転換が進んでいる 。  

・ 大阪府と の境界付近に大阪国際空港（ 伊丹空港） があり 、 周辺には空港関連産

業や大規模商業施設が立地し ている 。  

（ 北部）  

・ 能勢電鉄沿線や国道176号沿道の丘陵地にニュ ータ ウ ン・ 郊外住宅地が形成さ

れている 。  

・ 三田駅周辺や神戸電鉄公園都市線沿線にニュ ータ ウ ンが形成さ れている 。  

・ 新名神高速道路の開通に伴い、 イ ンタ ーチェ ンジ周辺で物流施設の立地が進

んでいる 。  

・ 三田盆地や北摂山系の谷間に農業地帯（ 主に水田） が広がっている 。  
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4 

 
図４  土地利用の状況 

出典： 国土数値情報「 土地利用細分メ ッ シュ（ 令和３ 年度(2021年度））」  

 

（ ３ ） 人口・ 世帯数 

・ 人口は約175.5万人（ 県全体の約32％）、世帯数は約77.4万世帯（ 県全体の約32％）

と なっている 。（ 令和２ 年(2020年））  

 

（ ４ ） 交通 

（ 鉄道）  

・ JR東海道本線、 阪急電鉄神戸線、 阪神電鉄本線が東西方向に並走し 、 大阪・ 神

戸間を結んでいる 。  

・ JR福知山線、 阪急電鉄今津線・ 宝塚線、 能勢電鉄妙見線・ 日生線等が内陸部と

臨海部を結んでいる 。  

（ 基幹道路）  

・ 東西方向には阪神高速神戸線・ 湾岸線、 名神高速道路、 中国自動車道、 新名神

高速道路と いった高速道路のほか、 国道２ 号、 43号、 171号と いった幹線道路

が整備さ れ、南北方向には山陰・ 北陸方面に連絡する 舞鶴若狭自動車道等が整

備さ れている 。  
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（ バス）  

・ 充実し た鉄道網に加えて、 各駅などの拠点をつなぐ 路線バス 網が発達し てい

る 。 北部や山間地などでコ ミ ュ ニティ バスが補完し ている 。  

（ 海上交通）  

・ 海上交通の拠点である 尼崎西宮芦屋港（ 重要港湾） は、阪神工業地帯を支える

物流拠点と し ての役割に加え、 阪神地域の海洋性レク リ エーショ ン拠点と し

ての役割も 担っている 。  

 

  

 
 

図５  交通の状況 
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第２  阪神地域の都市計画の目標等 

１  都市計画の目標 

（ １ ） 地域の魅力・ 強み 

ア 充実し た交通網 

・ 関西３ 空港へのアク セスに優れ、JR、阪急、阪神、

能勢電鉄、 神戸電鉄の各線によ る 鉄道網が発達し

ている 。  

・ 国土軸である 名神高速道路、新名神高速道路をはじ

め、 阪神高速道路や中国自動車道などの東西方向

の高速道路網が充実し ている 。  

イ  多彩な魅力をも つ「 住みたい街」  

・ 大阪や神戸への通勤利便性の高い住宅地が形成さ

れており 、民間企業によ る 調査などから「 住みたい

街」 と し て高い人気が伺われる 。  

・ 数多く の大学や短期大学と いった高等教育機関が

集積する など、 教育環境が充実する 県内有数の地

域である 。  

・ 甲子園球場、宝塚大劇場など全国的にも 知名度の高

い地域資源を有し ている 。  

ウ  ベイ エリ アのポテンシャ ル 

・ 臨海部の阪神工業地帯には、金属、化学、食品など

多様な製造業が展開し ている 。  

・「 尼崎西宮芦屋港」 は、 主に国内物流港湾と し て重

要な役割を担っている 。  

・ 神戸空港の国際化、名神湾岸連絡線や大阪湾岸道路

西伸部の整備等によ る 経済効果が期待さ れる エリ

アである 。  

エ 都市近郊農業 

・ 大消費地に近接する 立地の優位性を生かし た都市

近郊農業が展開さ れており 、葉物野菜、花木、果物

などが代表的な地域ブラ ンド と し て認知さ れてい

る 。  

オ 身近で豊かな自然環境 

・ 甲山森林公園、一庫公園、有馬富士公園など県立都

市公園（ 広域公園） を有し 、都市近郊で自然に親し

める 環境が整備さ れている 。  

・「 北摂里山博物館構想」 の下、 里山を保全する 取組

が推進さ れている 。  
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（ ２ ） 地域の課題 

ア 土地利用に関する 課題 

（ 中心市街地の整備）  

・ 中心市街地内に密集市街地を有する 地区では、 市街地開発事業等の事業手

法に加えて老朽木造建築物の建替えを促進し 、 防災性の向上を図る 必要が

ある 。  

・ 大阪梅田、 神戸三宮の駅周辺で大規模な再整備が進めら れている 中、 阪神

地域の駅周辺においても 、 都市機能の更新等によ り 中心市街地の活性化を

図る 必要がある 。  

（ 工場跡地等の土地利用）  

・ 工業地において、 工場から マンショ ンや商業施設等への土地利用転換が見

ら れる 。 こ う し た地区では、 新たな用途の建物によ り 周辺の既存事業所の

操業環境が阻害さ れたり 、 交通環境の変化が生じ たり する おそれがある た

め、 都市活動に支障を来さ ないよ う 土地利用の調整を図る 必要がある 。  

（ オールド ニュ ータ ウ ンの再生）  

・ 高度経済成長 期に開発さ れた郊外のニュ ータ ウ ンでは、 一斉に入居し た住

民の高齢化、 住宅・ 施設の老朽化、 生活利便施設の撤退、 空き 家の増加、

若年層の流出等に伴う 活力の低下を防止する 必要がある 。  

イ  交通イ ンフラ の課題 

・ 阪神高速神戸線については、慢性的な渋滞が発生し ており 、渋滞緩和に向け

た対応が求めら れている 。  

ウ  浸水・ 土砂災害のリ スク  

（ 浸水のリ スク ）  

・ 武庫川などの河川や沿岸部の海抜ゼロ メ ート ル地帯などでは、洪水、高潮、

津波によ り 甚大な被害が生じ る リ ス ク を抱えており 、 総合的な治水対策に

取り 組む必要がある 。  

（ 土砂災害のリ スク ）  

・ 急勾配の地形、 崩れやすい地質から 土砂災害リ スク の高い六甲山麓等に市

街地が形成さ れている こ と から 、 治山・ 砂防対策に取り 組む必要がある 。  

 

（ ３ ） 目指すべき 都市構造 

ア 現在の都市構造 

神戸市から 大阪市にかけた都市圏を構成する 地域と し て、 平野部を中心に密

度の高い市街地が広範囲に連たんし ている ほか、 山地を挟んで内陸に三田市な

どの市街地が形成さ れている 。  

また、東西方向、南北方向に複数の鉄道・ バスから なる 公共交通ネッ ト ワ ーク

を形成し ている 。  

イ  将来の都市構造 

隣接する 神戸地域と 共に県全体の活力を牽引する 地域と し て、 民間投資の積

極的な活用等によ り 都市機能の充実・ 強化を図る と と も に、利便性の高い公共交
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通ネッ ト ワ ーク を生かし 、 近接する 拠点間での相互補完も 含めた都市機能の確

保を図る こ と で、「 ひょ う ご都市計画基本方針」 に示す地域連携型都市構造3の実

現を目指す。  

 

区分 要素※ 方針 

拠
点 

地域拠点4 

・ 鉄道駅周辺等において商業・ 業務、 医療、 行政サービス等の

都市機能の充実に加え、 特色ある 芸術・ 文化等の高度な都市

機能の集積を図る 。  

生活拠点5 
・ 日常的に利用する 商業、 医療・ 福祉等の生活サービス機能の

確保を図る。  

産業拠点6 
・ ベイ エリ アのほか、 イ ンタ ーチェンジ周辺など産業立地に適

し た地区において、 計画的な産業集積を図る 。  

交
通
ネ
・
ト
ワ
・
ク 

広域連携軸7 

・ 阪神高速道路各線のほか、 新名神高速道路等を活用し つつ、

名神湾岸連絡線の整備等によ り 大阪府を含む地域内外と の

連携強化を図る 。  

・ 国内外の交流や物流を促進する ため、 令和12年(2030年)前後

に国際定期便が運用開始予定の神戸空港をはじ めと する 関

西３ 空港及び阪神港へのアク セス強化を図る。  

地域内連携軸8 
・ 鉄道、 国道、県道等からなる地域内連携軸を形成し 、広域連携

軸へのアク セスや地域拠点、 生活拠点相互の連携を強化する。 

エ
リ
ア 

市街地 

・ 利便性の高い駅周辺の土地の高度利用や、 日常生活を営む身

近なエリ アにおける 需要に応じ たき め細かな土地利用によ

り 、 高い人口密度を維持する 。  

・ 職住近接のニーズ等に的確に対応し た居住環境の更なる 魅力

向上を図り 、 京阪神地域における 良好な住宅地と し ての都市

の競争力を強化する 。  

・ 大規模な工場の移転等が生じ る 場合は、 企業と 行政、 住民と

の接点を確保し ながら 、 適切な土地利用転換を促進し 、 望ま

し い市街地環境への誘導を図る 。  

・ 住宅地周辺等の農地について、 消費地に近い食料生産地や農

業体験を通じ た住民の交流の場と いった多様な機能が発揮

さ れる よ う 、 適切に保全し 、 地域資源と し ての活用を図る 。  

市街地以外 

・ 集落の機能維持や、 広域的に集落の機能を支え合う 住民主体

の地域運営体制の構築、 地域活性化活動を促進する と と も

に、 コ ミ ュ ニティ バス等によ り 地域拠点や生活拠点と の連携

を支え、 活力を維持する 。  

・ 市街化調整区域において地域活力の維持・ 向上を図るため、

特別指定区域や地区計画等の制度を活用し た計画的なま ち

づく り を推進する 。  

・ 猪名川渓谷県立自然公園等の山々、猪名川や武庫川等の河川等

から なる 広域的な水と 緑のネッ ト ワーク を維持・ 保全する。  

※生活拠点、 産業拠点（ 市町域で完結する も の） 及び地域内連携軸については、 市町マス

タ ープラ ンにおいて必要に応じ て位置付けるも のと する 。   
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図６  都市構造 
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 （ ４ ） 都市づく り の重点テーマ 

ア 市街地の整備と 防災・ 減災対策の強化 

・ 都市計画法等の特例制度の活用等によ り 大規模業務施設や都市型住宅などの

民間投資を適切に誘導する と と も に、 既成市街地における 空き 家等の既存ス

ト ッ ク の有効活用や低未利用地の利活用を図る 。  

・ 建築物の耐震化・ 不燃化及び延焼防止に資する 緑地の整備、無電柱化、 上下水

道などのラ イ フラ イ ンの耐震化等を推進する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  大阪湾ベイ エリ アの活性化 

・ マリ ンレジャ ーやアク ティ ビティ 拠点の形成など、 人の流れを生み交流を促

進する 大阪湾ベイ エリ アの活性化に向けた官民の取組を進める 上で、 既存の

規制が土地利用の支障と なる 場合は、 周辺に配慮し つつ、 特別用途地区や地

区計画等の活用によ り 柔軟な土地利用を図る 。  

・ 工場跡地等の土地利用転換の動向を注視し 、 ベイ エリ アの活性化に資する よ

う 適切に誘導する 。  

・ 名神湾岸連絡線の早期完成に向けた取組を促進し 、 物流の効率化等を図る 。  
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ウ  住環境の高質化（ 子育て環境の充実）  

・ 駅前等の既成市街地において、都市機能更新に併せ、容積率緩和等の制度を活

用し 、 子育て世帯のニーズに応える 住宅の供給を推進する 。  

・ ニュ ータ ウ ンにおいて、空き 家等の既存スト ッ ク を活用し 住宅の供給を促進す

る と と も に、 用途地域等の見直し 等を通じ て徒歩圏内に生活利便施設や子育

て支援施設等の立地を誘導し 、 住宅地の持続可能性と 価値の向上を図る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ グリ ーンイ ンフラ 9を活用し た都市の快適性・ 防災性の向上 

・ 市街地内の公園・ 緑地や農地等を保全・ 活用する と と も に、 低未利用地等を活

用し て新たな緑地の創出を図る など、 快適で高質な都市空間の形成を推進す

る 。  

・ 土砂災害に対する 市街地の安全性向上や緑豊かな景観の創出等を目的と し た

六甲山系グリ ーンベルト 整備事業等を推進し 、 自然緑地の保全と 防災機能の

強化を図る 。  
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２  区域区分の決定の有無及び方針 

（ １ ） 区域区分の決定の有無 

阪神間都市計画区域は、市街地が連たんし 、依然と し て開発需要が高いため、区

域区分によ り 無秩序な市街地の拡大を抑制し 、 計画的な市街化の誘導を図る 。  

なお、 本区域は近畿圏整備法（ 昭和38年法律第129号） に基づく 既成都市区域及

び近郊整備区域を含むこ と から 、都市計画法第７ 条第１ 項の規定によ り 、区域区分

を定める も のと さ れている 。  

 

（ ２ ） 区域区分の方針 

ア 市街化区域の規模の設定 

市街化区域は、都市計画区域マスタ ープラ ン、市町マスタ ープラ ン等に示さ れ

た都市の将来像を前提と し て、 人口や産業を適切に収容し 得る 規模と する 。  

住宅用地については人口フレーム方式によ る こ と と し 、 目標年次（ 令和12年

(2030年)） の人口を推計し て市街地と し て必要と 見込まれる 面積（ 以下「 フレー

ム」 と いう 。） を設定する 。 こ の際、 世帯人員の変化や人口密度等の地域特性を

考慮する 。  

商業、工業、流通等の業務用地については、将来の産業活動の規模を勘案し て、

生産及び流通が円滑に行われる よ う 配慮し つつ、国土利用計画法（ 昭和49年法律

第92号） 第７ 条の規定に基づく 都道府県計画（ 以下「 県国土利用計画」 と いう 。）

における 県土の利用区分ごと の規模の目標を踏まえて設定する 。  

また、市街化調整区域内で、区域区分に係る 次回定期見直し までの間に市街化

区域へ編入すべき 状況が整う と 見込ま れる 区域の土地利用を合理的に取り 扱う

ため、全てのフレームを具体の土地に割り 付ける こ と なく 、その一部を保留フレ

ームと し 、特定保留（ 市街化区域に編入予定の区域を特定し たも の） 又は一般保

留（ 保留フレームのう ち区域を特定し ないも の） と し て設定する 。  

 

（ ア） 住宅用地の規模 

阪神間都市計画区域における 将来の人口を下表のと おり 見通し 、 住宅用地

の規模を想定する 。  

 

表２  市街化区域に配分さ れる べき 人口 

都市計画区域 
年次 

区分 

令和２ 年 

（ 2020年）  

令和12年 

（ 2030年）  

阪神間都市計画区域 
都市計画区域内 1,754.9千人 おおむね 1,690.1千人 

市街化区域内 1,719.7千人 おおむね 1,662.1千人 

資料 令和２ 年(2020年)： 国勢調査 

令和12年(2030年)： 国立社会保障・ 人口問題研究所推計（ 令和５ 年(2023年) 

推計） を基に推計。  

注 ： 令和12年(2030年)の市街化区域内人口は、 保留する 人口を含む。  
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（ イ ） 業務用地の規模 

阪神間都市計画区域における 将来の工業出荷額及び商品販売額を下表のと

おり 見通し 、業務用地の規模は、県国土利用計画における 県土の利用区分に応

じ た規模を想定する 。  

 

表３  工業出荷額・ 商品販売額 

都市計画区域 
年次 

区分 

令和２ 年注 

（ 2020年）  

令和12年 

（ 2030年）  

阪神間都市計画区域 
工業出荷額 28,704億円 31,133億円 

商品販売額 35,921億円 39,801億円 

資料： 令和12年(2030年)の工業出荷額及び商品販売額は、 工業統計調査、 商業統計

調査、 経済センサス－活動調査及び経済構造実態調査における 過去の実績値

の推移を基に推計。  

注 ： 商品販売額について、 令和２ 年(2020年)は新型コロ ナウ イ ルス感染症に係る

緊急事態宣言下の休業等の影響が見ら れる こ と から 、 令和３ 年(2021年)を基

準と し ている 。  

 

（ ウ ） 市街化区域の規模 

阪神間都市計画区域の人口・ 産業の見通し に基づき 、かつ、市街化の現況及

び動向並びに計画的市街地整備の見通し を勘案し 、 市街化区域の規模を次の

と おり 想定する 。  

 

表４  市街化区域の規模 

都市計画区域 
令和２ 年 

（ 2020年）  

令和12年 

（ 2030年）  

阪神間都市計画区域 おおむね 20,519ha おおむね 20,527ha 

注 ： 令和12年(2030年)の市街化区域の規模には、 保留フレームのう ち特定保留に

係る 面積を含み、 一般保留に係る 面積は含まない。  

 

イ  市街化区域への編入 

市街化区域への編入は、土地利用の動向、都市基盤施設や公共交通網の整備状

況等の詳細な検討を行い、 計画的な市街化を図る 上で特に必要な場合に行う も

のと し 、編入する 区域は、都市計画区域マスタ ープラ ン、市町マスタ ープラ ン等

に位置付けら れ、 既に市街地を形成し ている 区域又は計画的な市街地整備が行

われる 区域のう ち、 事業の妥当性及び確実性を備えた必要最小限の区域と する 。 

なお、既存の市街化区域において、農地（ 田園住居地域又は生産緑地地区が定

めら れている 場合は、こ れら の区域内の農地を除く 。）、低未利用地又は都市基盤

施設が脆弱な地区がある 場合は、 それら を優先し て市街地整備を行う こ と に努

める 。  

また、市街化調整区域内で今後、計画的な整備、開発の見通し のある 区域又は

土地需要の高まり が著し いと 見込ま れる 区域については、 都市計画上必要な理
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由を明確に示し 、保留フレームを活用する こ と などによ り 、市街化区域への編入

に向けた検討を行う 。  

 

ウ  市街化が見込めない区域の措置 

現在、市街化区域内にあって、計画的な市街地整備の予定がなく 、当分の間市

街化が見込ま れない区域や、 防災上の理由から 都市活動に適さ ない区域等につ

いては、 市街化調整区域への編入に努める 。  

市街化調整区域への編入は、農林漁業と の健全な調和を図り つつ、市街化調整

区域と し ての土地利用計画を検討し た上で行う 。  

 

（ ３ ） 市街化調整区域における 計画的な市街化の方針 

計画的な市街化の見通し がある 区域（ 特定保留区域） と し て、尼崎市東海岸町沖

（ 船出） 地区において工業用地を設定する 。  

また、 川西市加茂４ ・ ５ 丁目地区において計画的な市街化を検討する 。  
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３  都市づく り に関する 方針 

（ １ ） 土地利用に関する 方針 

ア 主要用途の整備方針 

（ ア） 住宅地 

主要な鉄道駅周辺は、 人口構造の変化など様々な社会構造の変化を踏まえ、

土地の高度利用を図り つつ、良質な都市型住宅の誘導を図る 。また、山の手や

郊外部は、低層を中心と し たゆと り ある 住宅地と する など、地区の特性に応じ

て用途、 密度、 形態等を適切に誘導する 。  

特に、都市基盤の老朽化・ 陳腐化が進む既成市街地の住宅地、空き 家の増加

等が懸念さ れる 郊外住宅地においては、 地区計画等の都市計画手法や公的不

動産の活用、民間事業者によ る リ ノ ベーショ ンの促進等によ り 、良好な住環境

の維持・ 形成を図る 。国道43号沿道においては、騒音の低減に資する 沿道環境

に配慮し たまちなみの形成を図る 。  

また、京阪神地域における 良好な住宅地と し ての魅力を高める 観点から 、子

育て世帯が暮ら し やすい住ま いや住環境の整備等を促進する 住宅政策、 住み

慣れた地域で住まい・ 医療・ 介護・ 予防・ 生活支援が一体的に提供さ れる 地域

包括ケアシステムと の連携を図り つつ、 用途地域のき め細かな見直し 等によ

り 、 生活利便施設の適切な配置や、 コ ワ ーキングス ペース など多様な暮ら し

方・ 働き 方に必要な都市機能の充実を図る 。  

なお、近年の大型台風や集中豪雨等によ る 災害の激甚化・ 頻発化を踏まえ、

崖崩れ、 地すべり 、 土砂流出等のおそれのある 地域については、 治山・ 砂防事

業によ る 防災対策を講じ る 場合を除き 、 土砂災害特別警戒区域等の指定と 併

せて市街化調整区域や立地適正化計画における 居住誘導区域外と し 、 市街化

を抑制する 。  

 

（ イ ） 商業・ 業務地 

多様な都市機能が集積し ており 通勤・ 通学、買物等の利便性が高い主要鉄道

駅周辺は、県全体の活力やにぎわいを牽引する エリ アと し て、都市機能の更な

る 充実・ 強化を図る 。  

また、建蔽率の高い建築物が密集する 区域においては、防火地域又は準防火

地域の指定によ り 市街地の不燃化を推進し 、 住居系用途地域に隣接する 商業

系用途地域など高容積率を利用し た高層共同住宅等の立地が見込ま れる 区域

においては、 地区計画の活用等によ り 新たな住環境問題の発生を防止する な

ど、 地区の特性に応じ た土地利用を誘導する 。  

なお、鉄道駅近く の有効活用に至っていない低未利用地、生産緑地以外の農

地等については、市街地再開発事業や地区計画等の都市計画手法を活用し 、都

市の競争力の強化に資する 都市的土地利用を推進する 。  

生活拠点については、 徒歩圏内での医療・ 福祉、 子育て支援、 日用品販売等

の施設の立地など、 日常生活のニーズに対応する 都市機能の誘導を図る 。  
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（ ウ ） 工業地・ 流通業務地 

物流の利便性や周辺環境等に配慮し 、 臨海部やイ ンタ ーチェ ンジ周辺等に

おいて、 既存産業の一層の充実や新たな産業拠点の形成を図る 。  

臨海部の工場集積地では、尼崎市東海岸町沖（ 船出） 地区等の新たな工業用

地において、 基幹産業の強化や次世代成長 産業10の立地を促進する と と も に、

人の流れを生み交流を促進する 大阪湾ベイ エリ アの活性化に向けた官民の取

組を進める 上で、既存の規制が土地利用の支障と なる 場合は、周辺に配慮し つ

つ、 特別用途地区や地区計画等の活用によ り 柔軟な土地利用を図る 。  

内陸部においては、周辺環境と の調和に配慮し つつ、産業用地における 操業

環境の維持を図る と と も に、充実し た基幹道路ネッ ト ワ ーク を生かし 、イ ンタ

ーチェ ンジ周辺等における 新たな産業拠点の形成を図る 。  

また、既成市街地の交通の円滑化及び流通機能の向上を図る ため、中国自動

車道や新名神高速道路、 阪神高速湾岸線のイ ンタ ーチェ ンジ周辺等の基盤整

備が行われた区域において流通業務機能の集積を図る と と も に、 重要港湾で

ある 尼崎西宮芦屋港周辺において流通業務地を配置し 、 港湾物流機能の強化

を図る 。  

産業構造の変化によ り 工場と 住宅や商業施設と の混在が生じ ている 工業地

においては、特別用途地区、高度地区や地区計画等の活用によ り 、住環境と 操

業環境に配慮し た土地利用を誘導する 。  

さ ら に、工場における 環境性能の向上等を踏まえ、工場立地法（ 昭和34年法

律第24号） に基づく 国の準則で定めら れた緑地面積率等を市町条例で緩和す

る など、 行政の積極的な対応によ り 地域産業の振興を促進する 。  

 

イ  市街地において特に配慮すべき 土地利用の方針 

（ ア） 既成市街地を中心と し た都市機能の誘導 

既に都市機能が充実し ている 区域又は交通結節機能を有する 区域等の既成

市街地を中心と し て、立地適正化計画における 誘導施設の設定によ り 、都市機

能を誘導する 。  

また、災害の発生リ スク が高い区域においては、災害危険区域等の指定によ

る 住宅等の建築抑制や構造規制を検討する 。  

 

（ イ ） 都市農地の保全・ 活用 

住宅地周辺のま と ま り のある 農地については、 近郊農業によ る 都市住民へ

の農産物供給のほか、農業体験・ 学習や生産者と の交流の場、災害時の一時避

難地、 雨水の貯留浸透などグリ ーンイ ンフラ と し ての側面を有し ている こ と

から 、都市機能の集積と のバラ ンスに配慮し つつ、都市における 緑のオープン

スペースと し て保全・ 活用を図り 、快適で高質な都市空間の形成を推進する 。  

その際、生産緑地制度、地区計画農地保全条例、市民農園等の制度の活用等

によ り 、 都市と 緑・「 農」 11が調和し たゆと り ある 土地利用を図る 。  
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（ ウ ） オールド ニュ ータ ウ ン等の住宅地の再生 

住民の高齢化や住宅・ 施設の老朽化が一斉に進展する 郊外のニュ ータ ウ ン

では、空き 家の増加等に伴う 住環境の悪化を防止し 、コ ミ ュ ニティ の再構築や

地域活力の維持・ 向上を図る ため、「 兵庫県ニュ ータ ウ ン再生ガイ ド ラ イ ン」

を活用し て、施設のリ ノ ベーショ ンや住み替えの促進、コ ミ ュ ニティ 活動の場

や日常の移動手段の確保などの取組を推進する 。  

さ ら に、 高齢者や子育て世帯のニーズに対応し た住宅供給の促進と 併せて、

専用住宅地と し ての住環境保全を主眼と する 土地利用規制をき め細かな視点

で柔軟に見直すこ と によ り 、 医療・ 福祉、 子育て支援、 日用品販売等の生活サ

ービス 機能やコ ワ ーキングス ペース 等の多様な働き 方を支える 施設が徒歩圏

内に立地する 魅力ある 住宅地へ再生する 。  

 

（ エ） 大規模集客施設の適正な立地 

大規模集客施設については、 目指すべき 都市構造の形成や周辺道路の交通

量の変化など都市基盤に及ぼす影響に配慮し つつ、 市町の中心市街地活性化

の取組や特別用途地区の指定と 連携し て「 大規模な集客施設の立地誘導・ 抑制

に係る 広域土地利用プロ グラ ム」 を運用し 、広域的な観点から 適正な立地を推

進する 。  

特に、地域拠点等については、大規模集客施設の立地を誘導する「 商業ゾー

ン」 と し 、その他の郊外部の幹線道路沿道等においては、特別用途地区等によ

り 立地を抑制する 。ただし 、市町のまちづく り と 一体と なった大規模集客施設

の立地については、地区計画の活用等によ り 、弾力的に土地利用を誘導する 。  

 

（ オ） 大規模工場の移転や大規模集客施設の撤退等に伴う 土地利用転換への対応 

大規模な工場の移転等が生じ る 場合には、「 工場敷地の再利用に係る 都市機

能の調和等に関する 要綱」 によ り 、事業者に周辺環境と 調和し た適切な跡地利

用を促し 、都市機能と の調和を図る と と も に、大阪湾ベイ エリ アの活性化に資

する 土地利用を誘導する 。  

また、大規模集客施設が撤退する 場合には、大規模集客施設の立地に係る 都

市機能の調和に関する 条例（ 平成17年兵庫県条例第40号） によ り 、撤退後の周

辺地域における 都市機能の調和を図る 。  

その際、跡地における 土地利用の転換が見込まれる 場合には、用途地域の変

更や再開発等促進区を定める 地区計画の活用などによ り 、 望ま し い市街地環

境へ誘導する 。  

 

ウ  市街化調整区域の土地利用の方針 

（ ア）「 農」 と の健全な調和 

農業を振興する 地域と し て無秩序な市街化を抑制する こ と と し 、 都市的土

地利用を図る 場合は、「 農」 と の健全な調和を前提と し た計画的な土地利用を

図る 。特に、三田市など地域北部における 都市近郊農地については、阪神地域
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での地産地消等を促進する 貴重な農業生産の場と し て保全を図る 。  

農業を通じ て維持さ れてき た地域環境を適切に管理し ていく 上で、 持続可

能な農業構造の実現が重要である こ と を踏まえ、農産物の加工、販売等のため

の施設については、 地域環境と の調和に配慮し つつ立地の誘導を図る 。  

 

（ イ ） 地域の活力の維持に資する まちづく り の促進 

人口減少・ 少子高齢化の進行などによ り 、活力が低下し ている 地域も 見ら れ

る こ と から 、 市街化を抑制すべき 区域と いう 市街化調整区域の本来の性格を

維持し つつ、地域の実情に応じ た土地利用を実現する 手法と し て、地区計画や

特別指定区域制度の活用に加え、 空家等活用促進特別区域の指定等によ る 空

家等の活用の促進に関する 条例（ 令和４ 年兵庫県条例第22号） に基づく「 空家

等活用促進特別区域」 の指定によ り 、空き 家の用途変更を柔軟に認める など、

開発許可制度の弾力的運用を図る 。  

具体的には、 都市基盤の整備さ れた旧町村の中心地等で住宅や店舗等の立

地によ り 集落の活力維持を図る 必要がある 地域、 産業拠点や交流拠点の形成

によ り 活性化を図る 必要がある 地域、 隣接する 市街化区域の工場等が現地で

事業を継続でき る よ う 敷地を拡張する 必要がある 地域などにおいて、 地区計

画等の活用によ り 、 地域の住民や企業によ る 主体的なまちづく り を誘導する 。 

特に、 新名神高速道路等のイ ンタ ーチェ ンジ周辺における 産業用地需要な

どへの対応については、 上位関連計画を踏ま えて開発整備の必要性を判断の

上、農林漁業と の適切な調整を図り 、地区計画等を用いて計画的な開発整備を

誘導する 。  

大規模集客施設や公共公益施設の立地については、 市街化区域内において

設置でき ない理由や施設の位置及び規模について相当の妥当性があり 、 かつ、

都市計画区域の計画的な市街化を図る 上で支障がないと 認めら れる 場合を除

き 、 原則と し て抑制する 。  

水災害が激甚化・ 頻発化し ている こ と を踏まえ、浸水想定区域等のう ち災害

時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリ アについては、 総合的な安全対策

が講じ ら れる 場合を除き 、 原則と し て開発を抑制する 。  

 

（ ２ ） 都市施設に関する 方針 

目指すべき 都市構造の実現に向け、「 阪神南地域ひょ う ごイ ンフラ 整備プロ グラ

ム」 及び「 阪神北地域ひょ う ごイ ンフラ 整備プロ グラ ム」 に基づき 都市基盤施設の

整備を計画的に推進する と と も に、「 ひょ う ごイ ンフラ・ メ ンテナンス10箇年計画」

に基づく 計画的・ 効率的な老朽化対策を推進する こ と で、都市基盤施設の安全性を

確保する 。  

また、長 期未着手と なっている 都市計画施設については、必要性や実現性等を勘

案し 、 廃止を含めた適切な見直し を行う ほか、 学校、 公民館、 病院等の施設につい

ては、将来に必要な施設サービスの質と 量を踏まえた上で、需要が高いと 見込まれ

る 地区での立地を基本と する 。  
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ア 交通施設 

都市機能を相互に補完する 地域拠点間の連携強化と 日常生活圏における 利便

性の確保を図る ため、周辺環境や景観に配慮し つつ、広域連携軸や地域内連携軸

に位置付けた道路の整備及び公共交通の充実を図る 。  

特に、 名神高速道路、 新名神高速道路、 中国自動車道、 舞鶴若狭自動車道、 阪

神高速神戸線等から なる 基幹道路ネッ ト ワ ーク の一層の拡充に向け、 名神湾岸

連絡線の早期完成に向けた取組を促進する ほか、 大阪湾岸道路西伸部の整備に

よ り 、阪神臨海地域の交通負荷を軽減し 、交通渋滞や沿道環境などの改善を図る 。

ま た、 都市計画道路尼崎宝塚線など南北幹線の整備によ り 安全で円滑な道路交

通環境を確保する と と も に、 阪神高速湾岸線のロ ード プラ イ シング等によ り 国

道43号の沿道環境の改善を図る 。  

本地域においては、 既に鉄道や路線バス等によ る 密度の高い公共交通ネッ ト

ワ ーク が形成さ れている ため、公共交通の更なる 利便性の向上に向け、主要な鉄

道駅舎のバリ アフリ ー化、 鉄道、 バス、 空港等の各交通機関の連絡の円滑化、 歩

行環境の改善、 駐輪場や自転車レーン等の整備によ る 自転車活用の推進を図る 。 

西宮市の北部から 猪名川町に至る 北部地域の鉄道駅から 離れた住宅地におい

ては、生活拠点や地域拠点へアク セスする 路線バスの維持と と も に、コ ミ ュ ニテ

ィ バスの運営やデマンド 交通12の運行支援など、地域の状況に応じ た移動手段の

確保を図る 。あわせて、持続可能な交通体系の構築を目指し 、定時定路線の交通

における 自動運転車の導入に向けた取組を推進する 。  

大阪･関西万博の開催やIR（ Integrated Resort： 統合型リ ゾート ） 等の大阪湾

ベイ エリ アにおける 開発整備を契機と し た国内外と の交流の拡大を見据え、 大

阪国際空港に神戸空港及び関西国際空港を加えた関西３ 空港の最大活用に向け

た取組を推進する と と も に、 海上交通網のあり 方等を検討する 。  

 

イ  公園・ 緑地 

生物多様性の保全・ 再生の視点も 踏まえ、六甲山系、北摂山系等の都市近郊に

残る 貴重な自然環境や優れた風致については、 自然公園法（ 昭和32年法律第161

号） や地域制緑地制度に基づき 保全し つつ、自然環境と 調和し た土地利用を図る 。 

市街地においては、ヒ ート アイ ラ ンド 現象の緩和、防災機能の向上、都市景観

の形成、コ ミ ュ ニティ づく り やにぎわいの創出等に加え、テレワ ーク の場など多

様な機能を勘案し 、 公園・ 緑地の整備・ 保全を図り 、 自然が有する 多様な機能を

備えたグリ ーンイ ンフラ を形成する と と も に、 周辺の自然環境を含めた水と 緑

のネッ ト ワ ーク を形成する 。  

特に、 環境省の「 自然共生サイ ト 」 にも 認定さ れた尼崎の森中央緑地は、「 尼

崎21世紀の森構想」 を先導する 拠点的な緑地と し て整備を推進する 。また、自然

環境豊かな甲山森林公園、一庫公園等については、適正に維持管理及び利用促進

を図る と と も に、有馬富士公園では、豊かな自然環境を生かし た芸術文化機能の

充実等によ り 、 地域内外の交流を促進する 。  
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あわせて、生産緑地や社寺林は、都市における 貴重な緑地空間と し て維持・ 保

全に取り 組むほか、 住民団体等が実施する 植樹や芝生化等の緑化活動に対し て

支援を行う 「 県民まちなみ緑化事業」 を活用し 、 まちなかの緑の保全・ 創出を図

る 。  

 

ウ  河川・ 下水道 

「 ひょ う ご・ 人と 自然の川づく り 」 の基本理念・ 基本方針に基づき 、 治水・ 利

水、 生態系、 水文化・ 景観、 親水に配慮し た河川整備を推進する と と も に、 河川

敷や川の水面を利用し た「 かわまちづく り 」 の取組を通じ て、河川と まちをつな

ぐ にぎわいのある 水辺空間の形成を図る 。  

また、猪名川や武庫川等において、洪水等によ る 浸水被害に対し て住民の安全

を確保する ため、河川整備を計画的に推進する と と も に、人と 自然が共生する 河

川環境の保全と 創出を図る 。  

さ ら に、公共用水域の水質保全と 生活環境の改善を図る ため、生活排水処理計

画に基づく 流域下水道の計画的な改築・ 更新、公共下水道（ 特定環境保全公共下

水道を含む。）、集落排水処理施設、コ ミ ュ ニティ プラ ント 等の更新・ 整備及び適

正な維持管理を図る と と も に、 合併処理浄化槽の設置及び適正な維持管理を促

進し 、 下水汚泥の有効活用にも 取り 組む。  

あわせて、 豊かな海の実現に向けた栄養塩類の循環バラ ンス に配慮し た下水

処理場の運転管理の取組や都市部における 雨水対策を推進する と と も に、 尼崎

運河においては、 地域住民やNPO等と 連携し た水質浄化活動によ り 水環境の改

善に取り 組む。  

 

エ その他の都市施設 

廃棄物処理施設は、住民の生活や事業活動に不可欠な施設である こ と から 、周

辺土地利用やアク セス 等に配慮し て適正な立地を図る と と も に、 廃棄物の発生

抑制や再生利用の促進など持続可能な循環型社会の構築に取り 組む。  

 

（ ３ ） 市街地整備に関する 方針 

安全で安心な魅力ある 都市づく り に向けて、 都市計画法等の特例制度や各種支

援制度の活用によ り 大規模業務施設や都市型住宅などの民間投資を適切に誘導し 、

都市の競争力の強化を図る 。  

既成市街地内においては、公民連携でビジョ ンを共有し 、空地等の暫定利用、リ

ノ ベーショ ン、歩行者の利便増進に資する 道路空間の再構築、駅前広場等の利活用、

法定事業など多様な手法を組み合わせ、段階的・ 連鎖的に展開する こ と で、持続的

な更新と 価値向上を図る 。  

特に、JR西宮駅周辺やJR芦屋駅周辺、JR・ 神戸電鉄三田駅周辺においては、市街

地再開発事業等によ る 再整備を進める 。阪神西宮駅北地区においては、公民連携に

よ る 公共施設の再編や駅前空間の再整備によ り 多様な都市機能の集積を図る 。  

また、阪急電鉄神戸線の武庫川橋梁上への新駅設置に合わせて、両岸の新駅周辺
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においてアク セス道路や歩行空間、自転車空間の整備等を進め、交通利便性の向上

を図る 。  

さ ら に、高齢者、障害者等を含む全ての人が社会活動へ参画でき る 環境を整備す

る ため、 道路や施設等のバリ アフリ ー化を促進する 。  

阪神間都市計画区域においては、都市再開発法（ 昭和44年法律第38号） に基づく

「 都市再開発の方針」、 大都市地域における 住宅及び住宅地の供給の促進に関する

特別措置法（ 昭和50年法律第67号） に基づく 「 住宅市街地の開発整備の方針」、 密

集市街地における 防災街区の整備の促進に関する 法律（ 平成９ 年法律第49号） に

基づく 「 防災街区整備方針」 を定め、 適切な市街地整備を進める 。  

そのほか、 こ れまでの市街地開発事業等の事業手法に加え、「 兵庫県密集市街地

整備マニュ アル」 を活用し 、 建築基準法（ 昭和25年法律第201号） の特例制度等を

活用し た住民の自主的な建替え等への支援によ り 、 密集市街地の解消を目指す。  

 

（ ４ ） 防災に関する 方針 

「 兵庫県地域防災計画」 に基づき 、災害時における 都市機能の強靱化を図る ため、

均衡のと れた都市施設の配置と それら のネッ ト ワ ーク 化、 大規模な地震の発生に

備えた都市の耐震化・ 不燃化や津波対策の強化、水害・ 土砂災害等に強い地域づく

り を推進する 。  

特に、南海ト ラ フ地震や上町断層帯地震等の広域的な大規模災害に備え、大阪府

を含めた周辺地域と の連携やよ り 広域での応援協定等によ り 復旧・ 復興力（ レジリ

エンス） を高めておく など、 災害に強い都市づく り を進める 。  

また、「 防災・ 減災」 の取組に並行し て、 実際に被災し た場合に、 早期に的確な

復興まちづく り に取り 組める よ う 「 復興事前準備」 の取組を進める 。  

 

ア 防災拠点の整備と ネッ ト ワ ーク の形成 

災害時の救援・ 救護、復旧活動等を円滑に行う ため、国道43号等を軸と し た広

域防災帯の整備を推進する と と も に、 広域防災拠点である 阪神南広域防災拠点

（ 今津浜公園）、 有馬富士公園、 西猪名公園・ 東久代
ひがし く し ろ

運動公園を核と し て、 地域

防災拠点等と の連携を図る 。  

さ ら に、 災害応急活動に必要な物資の搬送等のための緊急輸送道路の整備や

橋梁の耐震化、無電柱化等を進める と と も に、緊急自動車等の通行を確保する 緊

急交通路を設定する など緊急輸送体制の確保を図る 。  

また、 道路、 公園、 緑地その他のオープンスペースを計画的に配置・ 整備し 、

こ れら のネッ ト ワ ーク 化を図る こ と で防災機能を高める 。  

 

イ  都市の耐震化・ 不燃化等 

地域の特性を勘案し つつ、建築物の耐震化・ 不燃化及び延焼防止に資する 緑地

の整備等を推進する 。  

特に、防災上重要な公共建築物、緊急輸送道路沿道の建築物、津波避難ビル、

災害時要援護者利用施設（ 老人ホーム等）などの耐震化・ 不燃化を図る と と も に、
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密集市街地における 建物の不燃化や延焼防止対策を一層推進する 。  

また、上下水道等のラ イ フラ イ ンの耐震化を推進する ほか、ハザード マッ プ等

によ り 浸水のおそれがある と さ れている 区域においては、 地区計画等を活用し 、

建築物の高床化、敷地のかさ 上げ、電気設備等の高所設置など建築物の浸水対策

を促進する 。  

 

ウ  水害・ 土砂災害等に強い地域づく り  

（ ア） 総合的な治水対策 

平成30年７ 月豪雨や令和５ 年台風７ 号等、風水害が激甚化・ 頻発化し ている

こ と を踏ま え、 河川の事前防災対策と し て河川改修や既存ダムの有効活用等

を重点的に推進する 。  

また、 流域治水関連法13や総合治水条例に基づき 、 猪名川や武庫川等の流域

において、 河川や下水道の整備によ る 浸水対策に加え、 ため池、 水田、 校庭等

における 雨水貯留浸透機能の確保等によ る 流域対策、 ハザード マッ プの公表、

雨量や水位等の防災情報の発信、 避難体制の整備等によ る 減災対策を推進す

る と と も に、河川整備の状況、災害発生のおそれの有無、水源涵養の必要性等

を考慮し た土地利用を図る など、 総合的な治水対策を推進する 。  

 

（ イ ） 津波・ 高潮対策の推進 

平成30年台風第21号等を踏まえ策定し た「 兵庫県高潮対策10箇年計画」 に

基づき 、 優先度の高い箇所から 防潮堤嵩上げ等を推進する 。  

さ ら に、「 南海ト ラ フ地震・ 津波対策アク ショ ンプロ グラ ム」 に基づき 、 住

民の迅速・ 円滑な避難体制の整備を図る 。  

 

（ ウ ） 土砂災害等の防止 

市街地に面する 六甲山系の南側斜面においては、 土砂災害に対する 市街地

の安全性の向上と 緑豊かな都市環境、 景観等の創出やレク リ エーショ ンの場

の提供を目的と し た六甲山系グリ ーンベルト 整備事業等を促進し 、 自然緑地

の保全と 防災機能の強化を図る 。  

その他の山麓部においても 、崖崩れ、地すべり 、土砂流出等によ る 被害を防

止する ため、災害危険区域等の災害レッ ド ゾーン 14や土砂災害警戒区域の指定

等によ り 、警戒避難体制の整備、建築物の構造規制等を行う と と も に、災害レ

ッ ド ゾーンについては市街化調整区域や立地適正化計画の居住誘導区域外と

し 、市街化を抑制する 。また、宅地造成及び特定盛土等規制法（ 昭和36年法律

第191号） の適切な運用を図る と と も に、 太陽光発電施設等の設置に当たって

は、太陽光発電施設等と 地域環境と の調和に関する 条例（ 平成29年兵庫県条例

第14号。 以下「 太陽光条例」 と いう 。） に基づき 、 防災上の措置を適切に講じ

る 。  

そのほか、「 山地防災・ 土砂災害対策計画」 に基づき 砂防堰堤や治山ダム等

の重点的な整備を推進する と と も に、緊急防災林の整備（ 簡易流木止め施設の
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設置や間伐木を利用し た土留工の設置等） などによ り「 災害に強い森づく り 」

を推進する 。  

 

（ ５ ） 環境共生に関する 方針 

ア 脱炭素化の推進 

（ ア） コ ンパク ト な都市構造の形成 

都市のエネルギー利用効率の向上、CO2排出量の削減等に向けて、地域拠点

や生活拠点などへの都市機能の集積及び居住の誘導、 公共交通の利用促進な

どによ り 脱炭素化に資する コ ンパク ト な都市構造を形成する 。  

（ イ ） 住宅・ 建築物の脱炭素化 

既に都市機能が集積する 地域拠点や駅周辺の再整備、 新たな住宅地や産業

団地等の開発などの機会を捉え、 先進技術の導入によ る 建築物のエネルギー

利用の効率化、 エネルギーの面的利用によ る 地域全体のエネルギー効率の向

上を推進する 。  

また、 ネッ ト ・ ゼロ・ エネルギー・ ハウ ス（ ZEH） やネッ ト ・ ゼロ・ エネル

ギー・ ビル（ ZEB） 等のエネルギー効率の優れた建築物の普及、 住宅・ 建築物

の木質化や省エネ改修を促進する 。  

（ ウ ） 交通の脱炭素化 

発達し た公共交通網の利便性向上や自転車通行空間の整備、 駐輪場の適正

配置、シェ アサイ ク ル等の導入、駅周辺等における 回遊性の向上や郊外住宅地

等における グリ ーンスロ ーモビリ ティ 15の導入等によ り 、自家用車から 公共交

通や自転車等への転換を促進する と と も に、 電気や水素等の新エネルギーを

活用し た交通手段の導入を推進する 。  

また、都市計画道路の整備や踏切道の改良等によ り 、交通渋滞に起因する 燃

費の悪化やCO2排出量増加等の軽減を図る と と も に、尼崎西宮芦屋港を活用し

た物流のモーダルシフト 16を推進し 、 交通の脱炭素化を推進する 。  

 

イ  グリ ーンイ ンフラ の活用 

（ ア） 市街地を取り 巻く 緑の保全・ 創出 

武庫川水系をはじ めと する 河川やため池、 大阪湾ベイ エリ アの海岸など水

辺空間の保全を図り 、 六甲・ 北摂山系など市街地周辺の森林や市街地内の公

園・ 緑地、緑化空間などと 有機的につなげる こ と で、景観、環境、防災・ 減災、

生物多様性など多面的な効用を有する 水と 緑のネッ ト ワ ーク を形成・ 充実す

る 。  

また、 緑地の質・ 量両面での確保に向けて、 都市の公園・ 緑地に加え、 市街

地や集落内にある 歴史・ 文化資源等と 一体と なった緑の保全、公共空間におけ

る 緑化の推進、新たな開発地や工業、商業その他の業務施設における 緑化の誘

導など、 多様な緑を保全・ 創出する 。  

あわせて、 グリ ーンイ ンフラ と し て広域から 地域レベルに至る 多様な自然
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環境のネッ ト ワ ーク を形成し 、自然の力を生かし た安全・ 安心・ 快適なまちづ

く り を推進する 。  

（ イ ） 農地の保全・ 活用 

自然・ 田園が広がる 地域では、農地や自然環境を保全する 制度の活用と と も

に、 無秩序な市街化を抑制し 、「 農」 と の健全な調和を前提と し た計画的な土

地利用を図る 。特に、市街化調整区域においては、地区計画等を活用し て農業

的土地利用と 調和し た土地利用を誘導する 。  

また、市街化区域内農地については、こ れを保全し 食糧生産と と も に緑地や

防災など多面的な機能を効果的に発揮さ せる ため、 田園住居地域や生産緑地

地区の指定のほか、 防災協力農地の登録や農地のコ ミ ュ ニティ 利用等を促進

する 。  

あわせて、「 農」 と のふれあい空間を確保する ため、 市民農園や農家レスト

ラ ン、 農産物直売所の開設等を促進する 。  

（ ウ ） 森林の整備、 森林資源の活用 

六甲・ 北摂山系などの森林は、 国土保全、 水源涵養、 地球温暖化防止、 生物

多様性、癒し や休養、木材等の林産物供給などの多面的機能を有し ている 。こ

う し た豊かな自然環境を保全する ため、 各法令に基づく 重層的な土地利用規

制等によ り 森林の保全を図る 。また、林業振興のほか、集落近く での野生動物

共生林整備や、多様な担い手によ る 森づく り 活動の推進によ り 、人と 野生動物

と の棲み分けを図る と と も に、 里山の整備・ 活用を推進する 。  

あわせて、森林保全に貢献する 都市づく り と し て、木質バイ オマスエネルギ

ーの導入や住宅・ 建築物における 県産木材の利用促進等、都市における 森林資

源の活用を推進する 。  

 

（ ６ ） 景観形成に関する 方針 

魅力ある 景観を守り 、 創り 、 育み、 未来に伝える ため、「 ふる さ と 兵庫景観づく

り 基本方針」 に基づき 、 住民、 事業者、 行政がそれぞれの役割の下で連携し た景観

形成の取組を進める 。  

黒川地区をはじ めと する 集落と 田園が一体と なった里山を擁する 六甲山系や北

摂山系、武庫川や猪名川、大阪湾等の恵まれた自然景観の保全を図る と と も に、景

観法（ 平成16年法律第110号） に基づく 景観地区や風致地区等の活用によ り 、 甲陽

園目神山や六麓荘等の古く から の戸建て住宅地やニュ ータ ウ ン等の緑豊かな住宅

地、旧伊丹郷町の城下町や尼崎市の寺町等の歴史的まちなみを有する 地区、芦屋川

沿岸や関西学院周辺等の眺望景観を形成する 地区、 阪急宝塚駅等の鉄道駅周辺や

南芦屋浜等のウ ォ ータ ーフロ ント など都市の顔と なる 地区等において、 地区ごと

の特性に応じ 、 住民が誇り と 愛着を持てる 個性ある 景観の保全・ 形成を図る 。  

その他の地域においても 、景観法や景観の形成等に関する 条例（ 昭和60年兵庫県

条例第17号） によ る 建築物の形態や意匠の制限、 屋外広告物法（ 昭和24年法律第

189号） や屋外広告物条例（ 平成４ 年兵庫県条例第22号） によ る 屋外広告物の規制
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を行う と と も に、駅周辺などの利便性の高い地域では、民間投資の誘導によ る 都市

的景観の形成を促進する など、 阪神地域にふさ わし い景観を誘導する 。  

また、明治から 戦前にかけて数多く 建てら れた近代建築物など、地域の景観の形

成に重要な役割を果たし ている 建築物等を景観法に基づく 景観重要建造物等と し

て指定し 、 優れた景観資源と し て保全・ 活用を図る 。  

さ ら に、道路等から の眺望に配慮し た緑化や無電柱化の推進、太陽光条例の適切

な運用等によ り 、 周辺環境と 調和し た阪神地域ら し い景観を創出する 。  

 

（ ７ ） 地域の活性化に関する 方針 

阪神間モダニズムに代表さ れる 独自の市民文化の蓄積、 個性的で魅力あふれる

文教施設等の集積、尼崎城などの新たな地域資源、日本遺産の構成文化財である 中

山寺本堂等を生かし た回遊性のある 都市型観光を促進する と と も に、 県立芸術文

化センタ ー、 県立尼崎青少年創造劇場ピッ コ ロ シアタ ーや宝塚大劇場などの多彩

な芸術文化施設によ り 芸術文化を通じ た国内外の交流を促進する 。  

さ ら に、北摂の里山、六甲山、武庫川等の自然環境を生かし たサイ ク ルツーリ ズ

ムを促進する と と も に、尼崎運河や河川を人々の憩いの空間と し て活用する「 阪神

なぎさ 回廊プロ ジェ ク ト 」 や「 21世紀の尼崎運河再生プロ ジェ ク ト 」、 北摂里山を

保全・ 活用する 「 北摂里山博物館構想（ 地域まる ごと ミ ュ ージアム）」 や「 ひょ う

ご北摂スポーツサイ ク ルの郷づく り 」、阪神地域の農と 食の魅力を見つけ、生かし 、

楽し む「 阪神アグリ パーク 構想」 等の参画と 協働の取組によ り 地域の活性化を促進

する 。  

北部の自然豊かな地域等は、都市に近い豊かな自然環境を生かし 、新たなワ ーク

ス タ イ ルやラ イ フス タ イ ルを実現する 場と も なり 得る 地域である こ と から 、 地域

特性を踏まえつつ、 多様なラ イ フスタ イ ルを実現でき る まちづく り を支援する 。  

年々増加する 空き 家については、空家等活用促進特別区域の指定等によ り 、地域

コ ミ ュ ニティ や民間事業者等が主体と なった利活用やリ ノ ベーショ ン等を進め、

積極的に市場への流通を促し 、 ま ちのにぎわいの創出や地域の人口維持につなげ

る 。  
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４  主要な都市施設等の整備目標 

目標年次ま での期間に事業中又は計画の具体化を予定し ている 主な都市施設等は

次のと おり である 。  

（ １ ） 交通施設 

ア 自動車専用道路 

路線名 事業場所 概要 

名神湾岸連絡線 名神高速道路 

～阪神高速湾岸線 

新設 

L＝約2.0km 

イ  幹線街路 

路線名 事業場所 概要 

（ 国） 176号〔 名塩道路〕  西宮市山口町～西宮市生瀬町 バイ パス等 

L= 約4.3km 

（ 都） 園田西武庫線〔 藻川〕  尼崎市東園田町～食満 橋梁整備 

L= 0.6km 

（ 都） 尼崎宝塚線〔 阪急立体〕 尼崎市南武庫之荘～武庫町 現道拡幅 

L= 約0.6km 

（ 都） 尼崎伊丹線 

〔 阪神尼崎北〕  

尼崎市御園町～昭和通 現道拡幅 

L= 約0.4km 

（ 都） 尼崎伊丹線 

〔 阪神尼崎南〕  

尼崎市西本町～御園町 現道拡幅 

L= 約0.3km 

（ 主） 川西篠山線〔 屏風岩〕  猪名川町北田原 現道拡幅 

L= 約0.2km 

（ 主） 三田後川上線 

〔 志手原Ⅰ〕  

三田市大原～志手原 現道拡幅、 バイ パス 

L= 約1.0km 

（ 主） 三田篠山線〔 小野〕  三田市尼寺～小野 現道拡幅 

L= 約1.7km 

（ 主） 三田後川上線〔 下槻瀬〕 三田市下槻瀬～木器 現道拡幅 

L= 約0.5km 

（ 都） 塚口長尾線〔 昆陽南〕  伊丹市昆陽泉町～昆陽南 現道拡幅 

L= 約0.4km 

（ 都） 呉服橋本通り 線 

〔 寺畑Ⅰ〕  

川西市寺畑 現道拡幅 

L= 約0.3km 

（ 都） 中筋伊丹線〔 中筋〕  宝塚市中筋 現道拡幅 

L= 約0.8km 

（ 都） 塚口長尾線〔 美鈴〕  伊丹市美鈴町～昆陽泉町 現道拡幅 

L= 約0.5km 

（ 都） 呉服橋本通り 線 

〔 寺畑Ⅱ〕  

川西市寺畑 現道拡幅 

L= 約0.7km 

ウ  駅前広場 

駅名 事業場所 概要 

JR芦屋駅（ 南側）  芦屋市業平町 A＝約6,100㎡ 

JR広野駅 三田市広野 A= 約1,800㎡ 
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エ 鉄道駅 

路線名 事業場所 概要 

阪急電鉄神戸線 尼崎市武庫町４ 丁目 

～西宮市日野町 

橋上駅舎、 相対式2面2線 

L= 約165m 

 

（ ２ ） 河川 

名称 箇所 概要 

（ 二） 武庫川 

〔 下流部築堤工区〕  

尼崎市、 西宮市 河川改修 

L= 約5.0km 

（ 一） 神崎川・ 左門殿川 尼崎市 河川改修 

L= 約2.9km 

（ 一） 庄下川 尼崎市 河川改修 

L= 約3.1km 

（ 二） 津門川 西宮市 河川改修 

L= 約1.8km 

（ 二） 武庫川 

〔 下流部掘込工区〕  

西宮市 河川改修 

L= 約2.5km 

（ 二） 天神川 宝塚市、 伊丹市 河川改修 

L= 約3.9km 

（ 二） 大堀川 宝塚市 河川改修 

L= 約1.3km 

（ 二） 荒神川 宝塚市 河川改修 

L= 約1.0km 

（ 一） 猪名川 川西市 河川改修 

L= 約3.0km 

（ 二） 相野川 三田市 河川改修 

L= 約1.4km 

 

（ ３ ） 下水道 

名称 事業場所 概要 

兵庫東流域下水汚泥広域処理

場 

尼崎市ほか 下水汚泥有効利用施設整

備 

 

（ ４ ） 港湾関連 

港湾名 事業場所 概要 

尼崎西宮芦屋港〔 扇町地区〕  尼崎市扇町 緑地（ 第３ 工区）  

A= 約10.2ha 
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参考） 現況図表 

 

１  市町別人口の推移と 将来見通し  単位： 万人 

市町名等 
平成 

2 年 
(1990 年) 

平成 

12 年 
(2000 年) 

平成 

22 年
(2010 年) 

令和 

2 年 
(2020 年) 

令和 

12 年 
(2030 年) 

令和 

22 年
(2040 年) 

令和 

32 年
(2050 年) 

兵庫県 540.5 555.1 558.8 546.5 514.5 476.7 435.8 

阪神地域 162.9 168.8 175.4 175.5 169.0 160.5 150.8 
 尼崎市 49.9 46.6 45.4 46.0 44.3 41.9 39.4 
 西宮市 42.7 43.8 48.3 48.6 47.9 46.3 44.1 
 芦屋市 8.8 8.4 9.3 9.4 9.1 8.7 8.2 

 伊丹市 18.6 19.2 19.6 19.8 19.3 18.5 17.5 

 宝塚市 20.2 21.3 22.6 22.6 21.7 20.8 19.7 

 川西市 14.1 15.4 15.6 15.2 14.1 13.0 12.0 

 三田市 6.5 11.2 11.4 10.9 9.9 8.8 7.6 

 猪名川町 2.2 2.9 3.2 3.0 2.7 2.5 2.2 

資料： 国勢調査（ 令和２ 年(2020年)以前）、  

国立社会保障・ 人口問題研究所推計（ 出生中位・ 死亡中位仮定）（ 令和12年(2030年)

以降）  

 

２  人口の将来見通し （ 令和２ 年(2020年)を100と し た将来見通し ）  

 

資料： 国勢調査（ 令和２ 年(2020年)以前）、  

国立社会保障・ 人口問題研究所推計（ 出生中位・ 死亡中位仮定）（ 令和７ 年(2025年)

以降）  
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３  市町別65歳以上人口比率の推移と 将来見通し  単位： ％ 

市町名等 
平成 

2 年 
(1990 年) 

平成 

12 年 
(2000 年) 

平成 

22 年 
(2010 年) 

令和 

2 年 
(2020 年) 

令和 

12 年 
(2030 年) 

令和 

22 年 
(2040 年) 

令和 

32 年 
(2050 年) 

兵庫県 11.9 16.9 23.1 29.3 32.0 37.0 39.5 

阪神地域 10.3 15.1 21.6 27.6 30.4 36.0 38.1 
 尼崎市 10.6 16.3 23.6 29.0 31.0 35.8 38.0 
 西宮市 10.3 14.6 19.4 24.4 27.0 32.9 35.1 
 芦屋市 12.1 18.4 23.2 30.0 34.2 40.7 42.1 

 伊丹市 8.5 13.1 20.0 26.0 28.1 33.3 36.0 

 宝塚市 10.1 15.3 22.4 28.6 31.3 37.9 40.2 

 川西市 10.0 16.3 25.8 32.3 34.0 39.5 41.2 

 三田市 10.6 11.7 16.9 26.5 36.3 41.4 43.9 

 猪名川町 11.6 14.9 20.7 31.7 38.2 45.3 47.4 

資料： 国勢調査（ 令和２ 年(2020年)以前）、  

国立社会保障・ 人口問題研究所推計（ 出生中位・ 死亡中位仮定）（ 令和12年(2030年)

以降）  

 

４  65歳以上人口比率の推移と 将来見通し  

 

資料： 国勢調査（ 令和２ 年(2020年)以前）、  

国立社会保障・ 人口問題研究所推計（ 出生中位・ 死亡中位仮定）（ 令和７ 年(2025年)

以降）  
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５  市町別世帯数の推移と 将来見通し  単位： 万世帯 

市町名等 
平成 

2 年 
(1990 年) 

平成 

12 年 
(2000 年) 

平成 

22 年 
(2010 年) 

令和 

2 年 
(2020 年) 

令和 

12 年 
(2030 年) 

令和 

22 年 
(2040 年) 

令和 

32 年 
(2050 年) 

兵庫県 179.2 204.1 225.5 240.2 226.5 212.7 196.9 

阪神地域 57.5 65.1 73.2 77.4 76.1 73.1 69.3 
 尼崎市 18.6 19.1 20.9 22.1 20.9 20.2 19.5 
 西宮市 15.8 17.8 20.3 21.6 21.5 20.7 19.5 
 芦屋市 3.2 3.4 4.0 4.3 4.3 4.0 3.8 

 伊丹市 6.3 7.1 7.7 8.2 8.4 8.3 8.2 

 宝塚市 6.8 7.9 9.2 9.5 9.8 9.5 9.0 

 川西市 4.4 5.5 6.1 6.3 6.0 5.5 5.1 

 三田市 1.8 3.4 4.0 4.2 4.1 3.8 3.4 

 猪名川町 0.6 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 

資料： 国勢調査（ 令和２ 年(2020年)以前）、  

「 兵庫県の世帯数の将来推計（ 2015～65年）」（ 兵庫県）（ 令和12年(2030年)以降）  

 

６  世帯数の将来見通し （ 令和２ 年(2020年)を100と し た将来見通し ）  

 

資料： 国勢調査（ 令和２ 年(2020年)以前）、  

「 兵庫県の世帯数の将来推計（ 2015～65年）」（ 兵庫県）（ 令和７ 年(2025年)以降）  
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７  阪神地域の人口分布の現況と 将来予測 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

資料： 国勢調査（ 令和２ 年(2020年)）  

国土交通省推計（ 令和32年(2050年)）  

（ 国土数値情報1kmメ ッ シュ 別将来推計人口データ （ H30(2018年) 

推計）  

令和２ 年

(2020年) 

令和32年 

(2050年) 
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８  就業人口の産業別構成比の推移 単位： ％ 

市町名等 

平成 22 年 
(2010 年)  

平成 27 年 
(2015 年)  

令和 2 年 
(2020 年) 

第１ 次 

産業 

第２ 次 

産業 

第３ 次 

産業 

第１ 次 

産業 

第２ 次 

産業 

第３ 次 

産業 

第１ 次

産業 

第２ 次 

産業 

第３ 次 

産業 

兵庫県 2.0 24.7 67.5 2.0 25.0 69.0 1.8 24.1 70.6 

阪神地域 0.6 21.3 71.2 0.7 21.7 73.0 0.6 20.3 75.5 
 尼崎市 0.3 24.9 66.3 0.3 25.3 68.5 0.3 24.1 71.5 
 西宮市 0.3 17.9 74.9 0.3 18.7 76.2 0.3 17.7 78.8 
 芦屋市 0.2 15.4 79.3 0.2 16.6 78.4 0.2 15.3 80.9 

 伊丹市 0.7 26.1 67.1 0.7 25.2 69.7 0.7 23.1 71.8 

 宝塚市 0.9 18.6 73.4 0.9 19.2 76.8 0.9 18.0 77.9 

 川西市 0.9 20.9 74.4 0.9 21.5 74.9 0.8 19.1 77.6 

 三田市 2.1 23.5 67.8 2.3 23.7 69.6 2.3 22.8 71.7 

 猪名川町 2.5 19.4 73.6 3.0 20.4 75.3 2.6 18.3 75.4 

資料： 国勢調査 

注 ： 分類不能の産業がある ため、 合計は100％になら ない。  

 

９  農業産出額の推移 単位： 億円 

市町名等 
平成 18 年 

(2006 年) 

平成 27 年 

(2015 年) 

令和 3 年 

(2021 年) 

兵庫県 1,462 1,588 1,470 

阪神地域 82 86 80 
 尼崎市 6 5 3 
 西宮市 11 6 7 
 芦屋市 0 0 0 

 伊丹市 9 7 6 

 宝塚市 13 14 16 

 川西市 6 5 4 

 三田市 32 43 37 

 猪名川町 5 6 6 

資料： 生産農業所得統計（ 平成18年(2006年)）、 農林業センサス結果等を活用し た 

市町村別農業産出額の推計結果（ 平成27年(2015年)、 令和３ 年(2021年)）  
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10 製造品出荷額の推移 単位： 億円 

市町名等 
平成 22 年 
(2010 年) 

平成 23 年 
(2011 年)  

平成 27 年 
(2015 年)  

令和 2 年 
(2020 年)  

兵庫県 141,838 143,574 154,457 152,499 

阪神地域 30,372 30,317 30,050 28,704 
 尼崎市 15,026 14,103 13,776 13,087 
 西宮市 3,736 3,659 3,074 2,624 
 芦屋市 15 30 35 28 

 伊丹市 6,080 6,280 6,204 6,348 

 宝塚市 476 380 476 680 

 川西市 550 568 690 505 

 三田市 4,425 5,236 5,726 5,351 

 猪名川町 64 61 70 80 

資料： 工業統計調査（ 平成22年(2010年)）、 経済センサス－活動調査（ 平成23年(2011年) 

以降）  

 

11 商品販売額の推移 単位： 億円 

市町名等 
平成 23 年 
(2011 年)  

平成 27 年 
(2015 年)  

令和２ 年 
(2020 年)  

兵庫県 125,605 143,794 140,595 

阪神地域 27,463 37,149 32,763 
 尼崎市 8,914 10,374 10,721 
 西宮市 8,986 15,249 10,896 
 芦屋市 823 1,115 956 

 伊丹市 4,585 5,157 5,218 

 宝塚市 1,557 1,831 1,733 

 川西市 1,315 1,529 1,476 

 三田市 989 1,569 1,472 

 猪名川町 293 325 290 

資料： 経済センサス－活動調査 
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12 15歳以上の通勤・ 通学（ 流出移動）  単位： ％ 

市町名 
市内 

移動率 

移動先 

第１ 位 第２ 位 第３ 位 

市町等 移動率 市町等 移動率 市町等 移動率 

尼崎市 39.7 大阪市 26.7 神戸市 8.1 伊丹市 6.5 

西宮市 31.0 大阪市 26.4 神戸市 15.0 尼崎市 7.3 

芦屋市 16.0 神戸市 27.3 大阪市 23.3 西宮市 12.9 

伊丹市 36.5 大阪市 19.1 尼崎市 14.8 神戸市 4.7 

宝塚市 26.0 大阪市 20.7 神戸市 10.0 伊丹市 7.2 

川西市 30.9 大阪市 21.3 池田市 5.4 尼崎市 5.3 

三田市 52.1 神戸市 12.9 大阪市 12.2 宝塚市 4.7 

猪名川町 21.2 川西市 18.4 池田市 11.8 大阪市 11.4 

資料： 第６ 回近畿圏パーソ ント リ ッ プ調査（ 令和３ 年度(2021年度)実施）  

 
13 休日における 自由目的（ 流出移動）  単位： ％ 

市町名 
市内 

移動率 

移動先 

第１ 位 第２ 位 第３ 位 

市町等 移動率 市町等 移動率 市町等 移動率 

尼崎市 70.1 伊丹市 6.9 大阪市 6.4 西宮市 5.0 

西宮市 70.3 神戸市 8.3 大阪市 4.0 尼崎市 3.8 

芦屋市 50.0 西宮市 20.6 神戸市 15.6 大阪市 4.1 

伊丹市 64.6 尼崎市 9.1 宝塚市 6.0 大阪市 3.8 

宝塚市 58.5 伊丹市 9.1 西宮市 9.1 川西市 5.8 

川西市 60.7 猪名川町 10.8 伊丹市 6.0 宝塚市 3.0 

三田市 72.7 神戸市 14.2 丹波篠山市 2.2 宝塚市 1.4 

猪名川町 49.1 川西市 17.9 尼崎市 4.6 池田市 4.2 

資料： 第６ 回近畿圏パーソ ント リ ッ プ調査（ 令和３ 年度(2021年度)実施）  
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参考） 広域都市構造図 
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用語解説 

 

 
1 ひょ う ご都市計画基本方針 

「 ひょ う ごビジョ ン2050」 及び「 まちづく り 基本方針」 に即し 、 広域的な視点から 県全体の都市

づく り の考え方や方向性を示す方針であり 、 都市計画区域マスタ ープラ ンの基本と なる。 令和７

年(2025年)６ 月に策定。  

2 可住地面積 

地域の総面積から 林野面積と 主要湖沼面積を差し 引いて算出し た面積。  

3 地域連携型都市構造 

医療・ 福祉・ 子育て支援・ 商業等の生活サービスをはじ め、 教育、 交流、 工業生産、 物流等の都

市機能、 さ ら に農地や森林における食料供給や水源涵養と いった機能を大都市、 地方都市、 中山

間地域等が互いに補い、 連携する こ と によ り 、 各地域が活力を持って存立するこ と を目指す、 持

続可能でコンパク ト な都市構造。  

4 地域拠点 

市町内に加え近隣市町から の利用も 見込まれる都市機能が集積し ている主要な鉄道駅や官公庁周

辺等の市街地で、 広域拠点（ 神戸市中心部及び姫路市中心部） や他の地域拠点と 連携し つつ、 都

市的サービスを効果的・ 効率的に提供する 拠点。  

5 生活拠点 

日常生活圏を対象と し て、 生活に密着し た都市機能が集積し ている地区で、 地域拠点を補完する

拠点。  

6 産業拠点 

工場や物流倉庫等の施設が集積し ている又は整備計画等がある地区で、 各都市の産業の拠点。  

7 広域連携軸 

広域拠点や地域拠点を連絡する、 広域的な人の移動や物流を支える公共交通及び基幹道路等によ

る交通ネッ ト ワーク 。  

8 地域内連携軸 

地域拠点と 生活拠点を連絡する、 地域内の移動を支える公共交通及び県道等による 交通ネッ ト ワ

ーク 。  

9 グリ ーンイ ンフラ  

社会資本整備や土地利用等のハード ・ ソ フト 両面において、 自然環境が有する 多様な機能を活用

し 、 持続可能で魅力ある国土・ 都市・ 地域づく り を進める取組。  

10 次世代成長 産業 

産業立地の促進によ る経済及び雇用の活性化に関する条例（ 平成14年兵庫県条例第20号） におけ

る重点立地促進事業と し て定めら れた①新エネルギー、 環境関連産業 ②航空産業 ③ロ ボッ ト

産業 ④健康医療産業 ⑤半導体産業の５ 分野に係る製造業。  
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11 「 農」  

農林水産業の営み、 その営みを通じ た生物多様性などの環境保全や洪水防止、 水源涵養等の多面

的機能によ り 県民の「 いのち」 と「 く ら し 」 を支えるも の。 さ ら には、 人々の生活の場である農山

漁村と そこ に育まれた伝統・ 文化、豊かで美し い景観など、広く 農林水産業・ 農山漁村を捉えた概

念。  

12 デマンド 交通 

事前予約によ り 運行する 輸送サービスで、 道路運送法に基づく 乗合事業に位置づけら れる。 路線

バスと タ ク シーの中間的な性格を有し 、運行方式、運行ダイ ヤ、発着地の自由度の組み合わせによ

り 、 多様な運行形態が存在する。  

13 流域治水関連法 

気候変動の影響による 降雨量の増加等に対応するため、 流域全体を俯瞰し 、 あら ゆる 関係者が協

働し て取り 組む「 流域治水」 の実現を図るこ と を目的と し た「 特定都市河川浸水被害対策法等の一

部を改正する法律」（ 令和３ 年５ 月10日公布、 同年11月１ 日全面施行）。  

14 災害レッ ド ゾーン 

災害危険区域（ 建築基準法）、地すべり 防止区域（ 地すべり 等防止法）、急傾斜地崩壊危険区域（ 急

傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律）、土砂災害特別警戒区域（ 土砂災害警戒区域等にお

ける土砂災害防止対策の推進に関する法律） 及び浸水被害防止区域（ 特定都市河川浸水被害対策

法） を指す。  

15 グリ ーンスローモビリ ティ  

時速20km未満で公道を走る こ と ができ る 電動車を活用し た小さ な移動サービス及びその車両の

総称。 公共交通が不足する地域の移動課題の解決や低炭素型交通の確立が期待さ れている。  

16 モーダルシフト  

ト ラ ッ ク 等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さ い鉄道や船舶の利用へと 転換する

こ と 。  
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